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2026年6月12日 第7条1. 第7条1. 秘密保持および
個人情報等の取り扱い

当社および利用者は、本サービスに関連して
知り得た相手方の業務上または技術上の情報
を、第三者に漏えいしてはならない。

⑴　開示のときに既に公知であった情報

⑵　開示のときに既に受領者が保有していた

      情報

⑶　開示後、受領者の責めによらず公知と

      なった情報

⑷　秘密保持義務を負うことなく第三者から

      適法に入手した情報

⑸　秘密情報の受領者が独自に開発した情報

当社および利用者は、本サービスに関連して
知り得た相手方の業務上または技術上の情報
を、第三者に漏えいしてはならない。但し、
次のいずれかの情報は、秘密情報に該当しな
いものとする。

⑴　開示のときに既に公知であった情報

⑵　開示のときに既に受領者が保有していた

      情報

⑶　開示後、受領者の責めによらず公知と

      なった情報

⑷　秘密保持義務を負うことなく第三者から

      適法に入手した情報

⑸　秘密情報の受領者が独自に開発した情報

「但し、次のいずれかの情報は、秘
密情報に該当しないものとする。」
を追記

e-計量利用規約新旧対照表

中外テクノス株式会社

本書は、旧利用規約と新利用規約の条文対応関係および主な変更点を整理したものです。


